
JP 2007-522543 A5 2007.9.20

【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ６ 部 門 第 ３ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 19年 9月 20日 (2007.9.20)
　
【 公 表 番 号 】 特 表 2007-522543(P2007-522543A)
【 公 表 日 】 平 成 19年 8月 9日 (2007.8.9)
【 年 通 号 数 】 公 開 ・ 登 録 公 報 2007-030
【 出 願 番 号 】 特 願 2006-547606(P2006-547606)
【 国 際 特 許 分 類 】
                        Ｇ ０ ６ ＦＧ ０ ６ ＦＧ ０ ６ ＦＧ ０ ６ ＦＧ ０ ６ ＦＧ ０ ６ ＦＧ ０ ６ ＦＧ ０ ６ Ｆ   17/30     (2006.01)  17/30     (2006.01)  17/30     (2006.01)  17/30     (2006.01)  17/30     (2006.01)  17/30     (2006.01)  17/30     (2006.01)  17/30     (2006.01)
【 Ｆ Ｉ 】
   Ｇ ０ ６ Ｆ   17/30    ４ １ ９ Ｂ
   Ｇ ０ ６ Ｆ   17/30    １ ７ ０ Ａ
   Ｇ ０ ６ Ｆ   17/30    １ １ ０ Ｃ
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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 文 書 か ら 、 １ つ 以 上 の エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ ー ド を 取 り 出 す た め の 手 段 と 、
　 エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ ー ド を １ つ 以 上 の 他 の エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ
ー ド と マ ー ジ す る こ と に よ っ て 、 １ つ 以 上 の エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド を 規 定 す る 手 段
と 、
　 分 類 に 基 づ い て 規 定 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド を カ テ ゴ リ ー 化
す る た め の 手 段 と 、
　 規 定 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド と 、 他 の 文 書 ま た は デ ー タ セ ッ ト
と の 間 の リ ン ク を 規 定 す る た め の 手 段 と 、
　 エ ン テ ィ テ ィ に 関 連 す る ク エ リ を 規 定 す る た め の 、 該 ク エ リ の 結 果 の １ つ 以 上 の 文 書 を
見 る た め の 、 お よ び 、 法 律 上 、 財 務 上 、 健 康 管 理 上 、 科 学 上 、 ま た は 教 育 上 の 文 書 内 か ら

規 定 さ れ た リ ン ク を 選 択 し 、 該 １ つ の 規 定 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー
ド の 少 な く と も 一 部 の 引 き 出 し お よ び 表 示 を さ せ る た め の 、 グ ラ フ ィ カ ル ユ ー ザ イ ン タ ー
フ ェ ー ス 手 段 と
　 を 備 え る 、 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 手 段 の う ち の １ つ 以 上 の 手 段 が 、 １ つ 以 上 の プ ロ セ ッ サ 、 コ ン ピ ュ ー タ 可 読 媒 体 、
デ ィ ス プ レ イ 、 お よ び ネ ッ ト ワ ー ク 通 信 を 含 み 、 マ シ ー ン 可 読 媒 体 は コ ー ド 化 さ
れ た 命 令 お よ び デ ー タ 構 造 を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　
　

　
　

該 の う ち の １ つ 以 上
た め の

、 該 の う ち の １ つ 以 上

該 の う ち の １ つ 以 上

該 の う ち の １ つ 以 上

デ バ イ ス

前 記 １ つ 以 上 の 他 の エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド は 、 デ ー タ ベ ー ス に 含 ま れ て お り 、
前 記 １ つ 以 上 の エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド を 規 定 す る た め の 手 段 は 、 該 エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ

コ ー ド の う ち の １ つ 以 上 を 該 デ ー タ ベ ー ス 内 の １ つ 以 上 の 他 の エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ ー ド
と マ ー ジ す る こ と に 失 敗 し 得 、

前 記 シ ス テ ム は 、
該 エ ン テ ィ テ ィ テ ィ テ ィ レ コ ー ド の う ち の １ つ 以 上 を 他 の エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド の う ち

の １ つ 以 上 と マ ー ジ す る こ と の 失 敗 に 応 答 し て 、 該 １ つ 以 上 の エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ ー ド



　

　
【 請 求 項 ４ 】
　
【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
　
　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　 文 書 か ら 、 １ つ 以 上 の エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ ー ド を 取 り 出 す こ と と 、
　 エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ ー ド を １ つ 以 上 の 他 の エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ
ー ド と マ ー ジ す る こ と に よ っ て 、 １ つ 以 上 の エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド を 規 定 す る こ と と 、
　 分 類 に 基 づ い て 規 定 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド を

化 す る こ と と 、
　 規 定 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド と 、 他 の 文 書 ま た は デ ー タ セ ッ ト
と の 間 の リ ン ク を 規 定 す る こ と と
　 を 包 含 す る 、 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 エ ン テ ィ テ ィ に 関 連 す る ク エ リ を 規 定 す る た め の 、 該 ク エ リ の 結 果 の １ つ 以 上 の 文 書 を
見 る た め の 、 お よ び 、 法 律 上 、 財 務 上 、 健 康 管 理 上 、 科 学 上 、 ま た は 教 育 上 の 文 書 内 か

記 規 定 さ れ た リ ン ク を 選 択 し 、 該 １ つ の 規 定 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ
ー ド の 少 な く と も 一 部 の 引 き 出 し お よ び 表 示 を さ せ る た め の 、 ネ ッ ト ワ ー ク ア ク セ ス 可 能
な グ ラ フ ィ カ ル ユ ー ザ イ ン タ ー フ ェ ー ス 手 段 を 提 供 す る こ と を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項

に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
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の 各 々 を 、 該 デ ー タ ベ ー ス の 外 部 に あ る 一 組 の 収 集 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド に マ ッ チ
す る こ と を 試 み る た め の 手 段 と 、

該 エ ン テ ィ テ ィ 照 合 レ コ ー ド の 該 収 集 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド の う ち の 少 な く と も
１ つ へ の マ ッ チ に 応 答 し て 、 該 レ コ ー ド を マ ー ジ し て 、 該 デ ー タ ベ ー ス に 追 加 す る た め の
手 段 と

を さ ら に 備 え る 、 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 文 書 は 、 陪 審 員 の 評 決 ・ 示 談 文 書 を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。

エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド を 取 り 出 す た め の 手 段 は 、 有 限 状 態 変 換 器 を 含 む 、 請 求 項 ４ に 記
載 の シ ス テ ム 。

エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド を 取 り 出 す た め の 手 段 は 、 名 前 、 学 歴 、 専 門 分 野 、 組 織 、 市 お よ
び 州 を 識 別 す る た め の 手 段 を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 １ つ 以 上 の エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド の 各 々 を 、 前 記 収 集 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド
の う ち の 少 な く と も １ つ に マ ッ チ す る こ と を 試 み る た め の 手 段 は 、 ベ イ ズ 照 合 確 率 を 計 算
す る た め の 手 段 を 含 む 、 請 求 項 ３ に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ ー ド の 各 々 は 、 人 を 照 会 し 、
前 記 分 類 に 基 づ い て 、 前 記 規 定 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド の う ち の １ つ 以 上 を カ テ ゴ

リ ー 化 す る た め の 手 段 は 、 自 動 的 に 、 各 エ ン テ ィ テ ィ 照 合 レ コ ー ド を 専 門 的 分 類 に カ テ ゴ
リ ー 化 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。

自 動 的 に エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド を 取 り 出 す た め の 手 段 は 、 文 書 の 種 類 に 基 づ い て 取 り 出
し を 実 行 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。

該 の う ち の １ つ 以 上

専 門 的 、 該 の う ち の １ つ 以 上 自 動 的
に カ テ ゴ リ ー

該 の う ち の １ つ 以 上

ら
前 の う ち の １ つ 以 上

１
０

前 記 １ つ 以 上 の 他 の エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド は 、 デ ー タ ベ ー ス に 含 ま れ て お り 、
前 記 エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ ー ド の う ち の １ つ 以 上 は 、 該 デ ー タ ベ ー ス 内 の １ つ 以 上 の 他

の エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ ー ド と マ ー ジ す る こ と に 失 敗 し 得 、
前 記 方 法 は 、
該 エ ン テ ィ テ ィ テ ィ テ ィ レ コ ー ド の う ち の １ つ 以 上 を 他 の エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド の う ち

の １ つ 以 上 と マ ー ジ す る こ と の 失 敗 に 応 答 し て 、 該 １ つ 以 上 の エ ン テ ィ テ ィ 照 会 レ コ ー ド
の 各 々 を 、 該 デ ー タ ベ ー ス の 外 部 に あ る 一 組 の 収 集 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド に マ ッ チ
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す る こ と を 試 み る こ と と 、
該 エ ン テ ィ テ ィ 照 合 レ コ ー ド の 該 収 集 さ れ た エ ン テ ィ テ ィ レ コ ー ド の う ち の 少 な く と も

１ つ へ の マ ッ チ に 応 答 し て 、 該 マ ッ チ し た レ コ ー ド を マ ー ジ し て 、 該 デ ー タ ベ ー ス に 追 加
す る こ と と

を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 方 法 。
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